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参考資料 

 

 

 

資料 1  トルコの住宅状況（写真） 

イスタンブール市内の高級住宅から古い住宅までの写真を掲載している。 

 

資料 2  強制保険契約書および不動産所有証明書 

強制保険であるTCIP の契約書および、TCIP の購入の際に必要な書類である不動産

所有証明書のコピーである。 

 
資料 3  日本とトルコの地震保険制度の概要比較 

日本とトルコの地震保険制度を比較したものである。 

 



 - 67 -

資料１ トルコの住宅状況（写真） 

 
１） 高級住宅 

 
イスタンブール・LEVENT 地区（１） 

 

 
イスタンブール・LEVENT 地区（２） 
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イスタンブール・LEVENT 地区（３） 

 

 
イスタンブール・GAIRETTEPE 地区 
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２）一般住宅 

 
イスタンブール・GURSEL 地区（１） 

 

 
イスタンブール・GURSEL 地区（２） 
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イスタンブール・GURSEL 地区（３） 

 

 
イスタンブール・GURSEL 地区（４） 
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イスタンブール・GURSEL 地区（５） 

 

 
イスタンブール・ESENLER 地区 
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３）新興の団地 
 

 
イスタンブール・KARLITEPE 地区（１） 

 

 
イスタンブール・KARLITEPE 地区（２） 
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イスタンブール KARLITEPE 地区（３） 

 

 
イスタンブール KARLITEPE 地区（４） 
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イスタンブール・KARLITEPE 地区（５） 

 

 
イスタンブール・KARLITEPE 地区（６） 
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４）古い住宅 

 
イスタンブール・ESENLER 地区（１） 

 

 
イスタンブール・ESENLER 地区（２） 
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イスタンブール・FATIH 地区（１） 

 

 
イスタンブール・FATIH 地区（２）
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イスタンブール・FATIH 地区（３） 

 

 
イスタンブール・FATIH 地区（４）
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イスタンブール・BEYOGLU 地区（１） 

 

 
イスタンブール・BEYOGLU 地区（２） 
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強制地震保険

 Title Deed の情報 

保険会社団体 

保険証番号 保険開始日 

代 理

保険料
保険金額 利用タイプ

保険料率 

 住所等 

 建築タイプ  建築年 

保険者 

契約者 

保険対象 

資料２ 強制保険契約書および不動産所有証明書 
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売却金額 番地 ブロック プロット 

保険契約者 

市 

郡 

地区 

通り 

延べ床面積 
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資料３ 日本とトルコの地震保険制度の概要比較 

 

項  目 日本 トルコ（TCIP） 

1. 制度名 地震保険 

 

1964年の新潟地震を契機に1966年に『地震保険に

関する法律』に基づき発足。 

地震保険 
 
1999年のイズミット地震を契機に都市部の地震災害

の補償手段の一つとしてトルコ政府によってTCIPが
立ち上げられる。 

2. 運営主体 

（国の関与） 

民間保険会社が元受 

民間会社は引受けた地震契約を日本地震再保険株

式会社(JERC)にすべて出再。 
JERCは政府と民間保険会社に一部を再々保険す

る。 

TCIP（The Turkish Catastrophic Insurance Pool）
 
TCIPは公共企業の非営利団体である。TCIPの地震保

険を財務省が管理している。 

3. 引受方法 火災保険に付帯(原則自動付帯) 

 

契約者の意思により付帯させないことも可能 

強制保険 

 

公的な事業に属する建物と村落以外に建てられた全

ての建物は義務的に加入する。 

4. 対象物件 住宅建物、生活用動産 ＜強制＞住宅建物、オフィスビル 

＜任意＞村落の建物、商業建物、1999年以降の建物 

5. 担保リスク 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする

損壊、火災、埋没、流失等による損害 

地震によってもたらされる物質的な損害全て 

6. 料率 0.50‰～3.55‰ 

等地(4区分)、建物の構造(2区分)の8区分 

耐震等級や建築年による割引制度有り 

 

※2007年10月1日より下記料率を実施予定。 

0.50‰～3.13‰ 

等地(4区分)注、建物の構造(2区分)の8区分 

耐震等級、建築年、免震建築物、耐震診断による

割引制度有り 
注：激変緩和のため、同一等地内で料率が異なる場合が

ある。 

住宅建物 0.44‰～5.50‰ 

等地（5区分）、建物の構造（3区分）の15区分 

7. 引 受 限 度

額または契

約上の制限 

付帯される火災保険の保険金額の30～50％、かつ、

建物 5,000万円、生活用動産 1,000万円を限度 

10万YTL（71,500USD）を上限とする。 

また、建物タイプ、床面積ごとにも上限額が決められ

ている。 

8.保険金支払

上の制限 

損害割合が建物3％(動産10％)未満は免責 

１回の地震等につき総額で5兆円（5兆円以上の場

合は比例的に削減可能） 

損害割合が2％未満は免責 

 

9.民間保険会

社の役割 

販売、集金、証券発行、損害査定を行い、リスク

の一部を受再し保有 

運営担当会社が5年間を期間として、販売、集金、証

券発行、損害査定を行う。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地震保険研究１２ 
 

海外地震保険制度 
～トルコ共和国 2006年調査～ 

 

平成 19 年 5 月 31 日発行 

 
発行 損害保険料率算出機構（損保料率機構） 

 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-9 

TEL    03-3233-4141（代表） 

URL     http://www.nliro.or.jp/ 

 
印刷 株式会社 三千和商工 

 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-13-9 

 

 


	資料１　トルコの住宅状況
	資料２　強制保険契約書および不動産所有証明書
	資料３　日本とトルコの地震保険制度の概要比較



